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を しない・
させない・見逃さない

　
教
育
委
員
会
で
は
、
学
校
、
家
庭
、

地
域
社
会
が
連
携
、
協
働
し
て
、
幼
児

か
ら
高
齢
者
ま
で
の
す
べ
て
の
市
民
が

夢
や
希
望
、
目
標
を
持
ち
、
主
体
的
に

行
動
で
き
る
力
を
育
む
「
志
の
教
育
」

を
推
進
す
る
た
め
、
教
育
行
政
基
本
方

針
を
毎
年
度
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
24
年
度
は
、
次
の
内
容
に
つ
い

て
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
行
き
ま
す
。

◎
学
校
教
育
の
充
実

・
小
中
一
貫
教
育
の
推
進

・
確
か
な
学
力
の
向
上

・
い
じ
め
根
絶
に
向
け
た
取
り
組
み

◎
社
会
教
育
の
推
進

・
現
代
的
課
題
に
対
応
で
き
る
学
習
機

会
の
提
供

・
母
親
、
父
親
が
共
に
家
庭
教
育
に
参

画
す
る
取
り
組
み

◎
青
少
年
教
育
の
推
進

・
体
験
活
動
や
文
化
活
動
の
推
進

・
困
難
を
持
つ
子
ど
も
、
若
者
お
よ
び

そ
の
家
族
へ
の
支
援

◎
文
化
財
の
継
承
、
活
用

・
文
化
財
の
適
正
な
保
存
と
活
用

・
重
要
文
化
的
景
観
地
区
の
整
備
計
画

の
検
討

第
３
回
定
例
会
報
告

３
月
23
日
開
催

　
議　
案

・
高
島
市
体
育
指
導
委
員
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

・
高
島
市
教
育
委
員
会
後
援
等
の
承

認
お
よ
び
賞
状
交
付
取
扱
要
綱
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

・
高
島
市
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校

歯
科
医
お
よ
び
学
校
薬
剤
師
の
委

嘱
に
つ
い
て

・
各
種
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

　
　
社
会
教
育
委
員

　
　
公
民
館
運
営
審
議
会
委
員

　
　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

　
　
少
年
補
導
委
員

◎
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
体
制
の
整
備

◎
教
育
の
環
境
整
備

・
老
朽
化
し
た
教
育
施
設
の
改
修

・
学
校
給
食
の
充
実

事
務
事
業
を
点
検
評
価

　
教
育
委
員
会
で
は
、
事
業
の
課
題
を

明
ら
か
に
し
、
改
善
に
向
け
て
の
取
り

組
み
や
今
後
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
教
育
に
関
す
る
事
務
事
業
を

点
検
評
価
し
ま
し
た
。

点
検
評
価
の
対
象

平
成
23
年
度
に
取
り
組
ん
だ
教
育
委

員
会
の
事
務
事
業
の
う
ち
、
改
善
が

必
要
と
判
断
し
た
事
業
と
新
規
事
業

点
検
評
価
の
内
容

・
事
業
内
容
の
見
直
し
な
ど
を
行
い
再

評
価
し
た
も
の　

  　

････

46
事
業

・
新
規
事
業
と
し
て
評
価
し
た
も
の

････

４
事
業

　　
点
検
評
価
結
果
報
告
書
は
、
教
育
総

務
課
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

・
平
成
24
年
度
高
島
市
教
育
行
政
基

本
方
針
案

・
平
成
23
年
度
教
育
に
関
す
る
事
務

の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
点
検

及
び
評
価
結
果
報
告
書
案

・
高
島
市
い
じ
め
対
策
指
針
案

　
主
な
協
議
、
報
告
事
項

・
平
成
24
年
３
月
高
島
市
議
会
定
例

会
の
一
般
質
問
概
要
報
告
に
つ
い

て
・
高
島
市
立
公
民
館
等
の
組
織
体
制

に
つ
い
て

・
平
成
23
年
度
定
期
監
査
の
結
果
に

つ
い
て

・
い
じ
め
事
件
に
か
か
る
取
り
組
み

に
つ
い
て

「
志
の
教
育
」を
推
進

平
成
24
年
度
高
島
市
教
育
行
政
基
本
方
針

　
教
育
委
員
会
で
は
、
い
じ
め
対
策
に

向
け
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
ま
と
め

た
「
高
島
市
い
じ
め
対
策
指
針
」
を
、

平
成
24
年
３
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

　
子
育
て
に
携
わ
る
関
係
者
が
改
め
て

い
じ
め
問
題
の
重
要
性
を
認
識
し
、
い

じ
め
根
絶
に
向
け
て
徹
底
し
て
取
り
組

む
た
め
、
教
育
委
員
会
と
小
中
学
校
が

す
る
べ
き
こ
と
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
指
針
を
も
と
に
、
家
庭
、
地
域

と
の
連
携
を
図
り
、
子
ど
も
た
ち
の
健

や
か
な
育
ち
を
目
指
し
ま
す
。

～高島市いじめ対策指針を策定～

④

子
育
て
支
援
課

　

（
２
５
）
８
１
３
６

　子どもが、心身ともに健や
かに生まれ育つことは、市民
すべての願いです。
　未来を担う子どもたちが、
家庭や地域において、豊かな
愛情に包まれてのびのびと育
つことのできる環境づくりに
取り組みましょう。

５月は
児童福祉月間です 　県内の母と子が集まり、母子で一緒に走ったり競技をし

たりと、たっぷり子どもさんとふれ合っていただけます。
きっと思い出に残る楽しい一日を過ごしていただけると思
います！　お電話をお待ちしています♪

おかあさんありがとうのつどい
＆母と子のスポーツ大会 参加者募集 !!

　 ・ 子育て支援課　 （25）8136

○日　時　６月 24 日（日）10 時～ 15 時
○場　所　栗東市民会館（栗東市川辺３９０－１）
○内　容　『おかあさんありがとうのつどい』
　　　　　　おかあさんへのメッセージ、親子で楽しく３Ｂ体操
　　　　　『母と子のスポーツ大会』
　　　　　　デカパン競争、玉入れ、ボール運びほか
　　　※いずれの競技も参加者全員に景品を用意しています
○対　象　母子家庭世帯の方
○参加費　無料
○持ち物　お茶、おやつ、体育館シューズ（お弁当はあります）
○申込期限　５月 31 日（木）
○申込方法　子育て支援課まで電話でお申し込みください。
　☆のぞみ会会員の方は直接のぞみ会へお申し込みください
　☆当日はバスを用意します

▼
支
給
額

・ 

３
歳
未
満
・
・
・

　
　
　
　
　
一
律 

１
５
，
０
０
０
円

・ 

３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
・
・
・

 （
第
１
子
・
２
子
） 

１
０
，
０
０
０
円

 （
第
３
子
以
降
）  

１
５
，
０
０
０
円

・
中
学
生
・
・
・

　
　
　
　
　
一
律 

１
０
，
０
０
０
円

・
所
得
制
限
世
帯
・
・
・　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
一
律 

５
，
０
０
０
円

※
６
月
以
降
、
所
得
制
限
が
設
け
ら
れ

　
ま
す
。

「
子
ど
も
手
当
」
は
、

「
児
童
手
当
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　
４
月
１
日
か
ら
、
児
童
手
当
法
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の

「
子
ど
も
手
当
制
度
」
は
、「
児
童
手
当

制
度
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　
平
成
24
年
３
月
31
日
時
点
で
、
子
ど

も
手
当
の
受
給
資
格
が
あ
っ
た
方
は
、

自
動
的
に
認
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
手
続

き
は
不
要
で
す
。

　
な
お
、
受
給
者
の
方
に
は
、
毎
年
６

月
に
お
子
さ
ん
の
養
育
状
況
な
ど
の
受

給
要
件
を
確
認
す
る
た
め
、
現
況
届
を

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
現
況
届
の

提
出
に
つ
い
て
は
、
５
月
下
旬
に
ご
案

内
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象

　
　
０
歳
か
ら
中
学
校
修
了
ま
で
の
子

　
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方

▼
支
給
月

　
　
２
月
、
６
月
、
10
月

扶養親族等
の数

所得制限限
度額

０人 ６２２万円

１人 ６６０万円

２人 ６９８万円

３人 ７３６万円

４人 ７７４万円

５人 ８１２万円

所得制限限度額表
・
前
年
（
１
月
か
ら
５
月
分
は
前
々
年
）

の
所
得
が
所
得
制
限
限
度
額
表
の
額
未

満
の
場
合
に
、手
当
を
受
給
で
き
ま
す
。

・
父
母
と
も
に
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
高

い
方
の
所
得
で
判
定
し
ま
す
。


